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新型コロナウイルス感染予防対策について 

 

 世界的に感染拡大が続いている新型コロナウイルス感染症については、県内において

ここ数日、新規感染者が一気に増え、再感染流行の兆しが出てきております。8 月 2 日

現在、県の発表によりますと、新型コロナウイルスの感染者は 517 人となっており、そ

の内 7 月 8 日～30 日までの新規感染者が 375 人で、2 月から 4 月末までの 142 人を上

回っている状況です。つまり、この 2 週間で急速に感染が高まっている状況にあり、人

口 10 万人当たりの新規感染者は、東京、大阪を抜き全国ワーストとなっています。こ

うした状況を鑑み、県連合から 7 月 30 日付「新型コロナウイルス感染を防ぐための再

就業制限等について」の通知がありました。 

特に、高齢者集団であるシルバー会員においては、感染すると重症化に結びつく傾向

にあることから危機感を持った対応が求められています。 

 以上のことから、本市シルバー人材センターとしては、会員の生命、安全・健康を最

優先し、下記のとおり取り扱うことと致します。 

 

記 

 

1. 就業関係   

① 新規の受注について 

平成 2 年 8 月 3 日（月）以降は、当面「自粛」する。 

② 受注済の就業について 

屋外作業は、原則として沖縄県緊急事態宣言発令の間は延期又は中止と

する。 

屋内作業については、三密等の感染予防で判断する。 

③ 継続の就業（年間契約就業等）について 

可能な限り、時間短縮、業務縮小を図った上で行う 

④ 訪問家事援助事業 

基本的に自粛とする。市役所所管課等と調整が必要。 

⑤ サークル活動等、会議室の使用は当面禁止とする。 

 

※上記については、今後の新型コロナウイルス感染状況、国、県等の動向により対応

を変更する場合もある。 


